
在宅難病患者等療養生活用機器貸出事業における機器の賃貸借及び保守等委託業務仕様書

1． 目的
本業務の受託者は、本仕様書に基づき、対象者に貸出を行う機器の賃貸借、運搬、保守及び技術的支援を行うものとする。

2． 対象機器
ファイン・チャット、OriHime eye+Switch、miyasuku EyeConSW、eeyes、スイッチを各１セット
TCスキャンを２セット

（１）重度障害者用意思伝達装置
・「ファイン・チャット」本体、AC-USBアダプター、USB-DCケーブル、文字板（４種類）、ショルダーベルト、取扱説明書を含む。
・支持アーム
・キャスターアーム

・「OriHime eye+Switch」ノートPC本体、スイッチコネクタを含む。
・アシスタンド３ノートPC用
・PCEye５

　・「miyasuku EyeConSW」ノートPC本体、学習リモコン、専用スイッチボックスを含む。
・アシスタンド３ノートPC用
・PCEye５

・「eeyes」ノートPC本体、スイッチケーブル、学習リモコンを含む。
・アシスタンド３ノートPC用
・PCEye５

　・「TCスキャン」ノートPC本体、学習リモコン、専用スイッチボックスを含む。
・アシスタンド３ノートPC用
・PCEye５

（２）スイッチ
・スペックスイッチ　４個　
・ジェリービーンスイッチツイスト　１個
・PPSスイッチ　１個

[bookmark: _Hlk138862513]　※１本事業は意思伝達装置の試用を目的に貸出をするため、正規附属品であるプリンタは含まないものとする。
[bookmark: _Hlk138699277]※２重度障害者用意思伝達装置を搬入時にスイッチは全種類持参し、現地で１種類を調整後、対象者が使用しない物品は回収する。

３．賃貸借及び保守等委託期間
　　令和８年８月１日～令和11年７月31日

４．対象者への貸出期間
　　１回当たりの貸出期間は１か月までを限度とする。

５．設置場所
京都府内に居住する難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）及び特定疾患治療研究事業における医療費助成の対象疾病患者が使用する京都府内の場所。

６．業務内容
（１）基本事項
　・保守対応時間は原則として、土曜日・日曜日と国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始を除く、平日の８時30分から17時30分とすること。ただし、対象者の事情により、時間外の要望があった場合は、必要に応じ対応を行うこと。
・機器の使用に関する各種問い合わせに対応するためのサポート窓口を整備すること。
　・対象者の機器の使用中にトラブルが発生した場合及び操作説明等の依頼があれば、速やかに対応すること。

（２）手順
①機器の保管
本業務において、機器は特に指定しない限り京都難病相談・支援センター（以下、「センター」）に設置し、受託者はこの保守・点検を行うこと。搬入前には初期不良がないことを事前に確認すること。
②搬入日時の調整
受託者は、センターから連絡を受けた日から原則10日以内に搬入するものとし、搬入日時は管轄する保健所・京都市保健福祉センターの担当者（以下、担当者）及び対象者を交えた三者間で調整を行うものとする。
③設置場所への搬入・据付・結線等
運用に必要な事前設定等を確認するため、受託者は前項で決定した日時に設置場所（機器の使用場所）に機器を搬入し、原則、担当者立ち合いのもとで動作確認を行うこと。
④機器に係る設定・説明
受託者は、搬入場所に設定された機器について、対象者が使用可能な状態に設定し、適切な機器の使用のための指導や助言等の技術的支援を行うこと。
⑤機器の回収
機器搬入時に対象者、担当者及び受託者の三者間で回収日時を決定することを基本とし、決定出来ない場合は遅くとも返却期限の５営業日前までに三者間で回収日時を調整すること。また、機器回収時には、原則、担当者立ち合いのもと、機器の破損や不足がないか確認したうえで回収すること。
　⑥回収後の保守・点検及び返還
保守・点検が終了次第、センターに連絡のうえ返還する。

（３）保守・点検
　・本業務の円滑な運用を目的とした機器の保守・及び点検を行うこと。
・消耗品（電池等）については保守の対象外とする。
　
（４）ソフトウェアの更新
　　　意思伝達装置用ソフトウェアについて、必要に応じて適時アップデート等の対応を行うこと。

（５）セキュリティ対策
保守対象に含まれる機器にプログラム上の欠陥（セキュリティ上の欠陥を含む）があると判明し、対策版等のリリースが行われた場合は、速やかに提供を行うこと。

７．その他事項
（１）別途協議
本仕様書に関して疑義が生じた場合、甲乙協議の上、速やかに解決すること。

（２）秘密の保持
乙は、本業務で知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。

（３）個人情報の保護
乙は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第57号）の関係法令を遵守しなければならない。

（４）その他費用
　　　機器を現地に搬入・回収するために要する出張費は乙の負担とする。


